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石
川
県
で
は
、議
員
提
案
に
よ
る
新
た
な
条
例「
石

川
県
食
品
の
有
効
活
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
が

令
和
７
年
９
月
定
例
会
で
提
案
さ
れ
、
可
決
・
成
立

し
ま
し
た
。こ
の
条
例
は
食
品
の
有
効
活
用
を
促
進

し
、
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に
つ
な
げ
て
い
く
こ

と
が
目
的
で
す
。

　

ま
た
、県
や
市
町
、食
品
関
連
事
業
者
、消
費
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
食
品
を
有
効
活
用
す
る
た
め

に
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
か
そ
の
役
割
と
方
向
性

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
石
川
で
育
ま
れ
た
恵
み
を
無
駄
な
く
活

か
し
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
未
来
を
形
成
す
る―

石
川

の「
食
」の
新
ル
ー
ル
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

（
解
説
は
裏
面
へ
）

地
元
の
恵
み
を
ム
ダ
な
く
活
か
す
。

石
川
の「
食
」の
新
ル
ー
ル
、始
ま
り
ま
す
！

﹇
議
員
提
案
条
例
﹈「
石
川
県
食
品
の
有
効
活
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」施
行
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県議会
だより

県議会では、県民の声を取り入れた
運営に力を注いでいます。ご意見や
ご提言は、下記のE-mailからもお
送りいただけます。ぜひ皆さまの思
いを、県議会にお伝え願います。

県議会に対する
ご意見・ご提言
をお寄せください

県議会だより
デジタル版

石川県議会

議員提案条例ってどんなもの？Q
1

県や市町村のルール（条例）は、知事や市町村長（首長）が提案し、議
会で話し合って決めているよ。同じように議員も県民の声を反映し、
「こんなルールが必要だ！」と思ったら、自分たちで条例

を考えて提案することができるんだ。こうした議員が自分た
ちで考えて提案する条例を「議員提案条例」と言うんだ。これ
までに施行された「石川県県産材利用促進条例」や「石川県ス
ポーツ推進条例」なども議員が提案した条例なんだよ。

その他の
議員提案条例
はコチラから

ギモン解決！  県議会ってなんなん？  いし    わか    まる

石若丸が
お答えします！

A

県議会で決まったこと（条例など）は、
その後どうやって行われるの？

Q
2

議会で「こうしよう！」と決まったことは、知事や
県の職員が実際に動いて実現していくんだよ。
例えば、新しい公園をつくると決まったら、県の

職員が専門業者と一緒に設計や工事に取り組むんだ。
議会は「決める」、県庁は「動かす」っていうチームプレ
ーで進めているよ。

A

分かりそうで分からない、石川県議会にまつわる素朴なギモンに、
県議会マスコットキャラクター「石若丸」がQ＆A方式で答えます。

しゅちょう

　食品の有効活用は、家計や自治体の財政支出を減
らすことにつながるだけでなく、食品の生産・流通・廃
棄に伴うエネルギーや労働力等の無駄を減らすこと
で、温室効果ガスの排出削減や生物多様性の保全に
も貢献します。
　また、未利用食品を生活の困窮や災害等によって食
料を必要とする人々に提供する取組は、食品を有効に
活用する上で重要です。
　さらに、県内で生産される農林水産物を県内で消費
する「地産地消」の推進は、エネルギーの無駄の削減や
環境保全、本県の農林水産業の振興にもつながります。
　こうした考えを共有し、食品の有効活用を進めていく
ためにこの条例を制定しました。

　食品に記載されている「賞味期限」と「消費期限」。
違いは分かりますか？この違いを理解したうえで適切に
食品を管理し、無駄を削減しましょう。
■賞味期限…定められた方法により保存した場合にお
いて、期待される全ての品質の保持が十分に可能で
あると認められる期限
■消費期限…定められた方法により保存した場合にお
いて、腐敗、変

へん

敗
ぱい

その他の品質の劣化に伴い安全性
を欠くことになるおそれがないと認められる期限

　では、具体的にどんなことに取り組む必要があるのでしょうか。条例では、県、市
町、食品関連事業者、消費者それぞれの役割や取り組むべきことを明確にしました。

食品関連
事業者

消費者

石川県

市町

備える

ローリング
ストック

買い足す 食べる

条例の趣旨・目的は？

賞味期限と消費期限

　今条例は、議員提案により制定しました。政策
調査会（４回）及び同調査会検討委員会（７回）
で協議を重ね、県民の皆様からのご意見も伺った
うえで、９月定例会において全会一致で可決・成
立し、１０月３日に公布・施行されました。

議員提案で誕生！

何をすればいいの？

「石川県食品の有効活用の
  推進に関する条例」とは？

●食品の有効活用に関する施策の推進
●食品ロス削減推進計画の策定
●消費者への啓発活動
●災害用に備蓄する食品の有効活用
●フードバンク活動の支援 など

●食品の有効活用に積極的に取り組み、
国・県・市町の施策に協力する
●規格外・未利用農林水産物等の活用・
　フードバンク活動への協力
●県内農林水産物等の積極的な使用や地産地消の推進 など

●国・県・食品関連事業者・消費者・関
係機関と連携し、地域における食品の
有効活用に関する施策の推進 など

●賞味期限や消費期限を正しく理解し、食
品の購入、保存・調理方法を工夫する
●地産地消への理解、県内農林水産物等
の積極的な消費 など

解説！

食品を活かし、地域をつなぐ！

ムダなく食べる！地元を味わう！

関係機関との連携

食品の有効活用で未来を支える！


